
意見の概要（意見提出者） 北九州市としての考え方 番号

３　農林水産
部局等他部局
との連携体制
(1)食品表示
に関する情報
交換等
【P3】

　食品表示法が施行され、今までよ
りも複雑で掲載情報量も増えてきて
います。現在、食品添加物表示およ
び加工食品の原料原産地、栄養成分
表示はあたらしいものへと随時移行
し、新旧表示が混在している状況で
す。消費者にとって商品選択の際、
唯一たよりになるものだけに、食品
表示法の管轄が市になったことで問
い合わせ先などを広く周知させる取
り組みも行なっていただきたい。同
時に、自治体によっては独自に「食
品表示１１０番」を設置していると
ころもあります。北九州市でもぜひ
設置を検討していただきたい。ま
た、事業者への表示切替に対する助
言や支援も必要であると同時に、消
費者への啓発も重要だと考えます。
新しい表示基準に対する消費者への
啓発や講習会等の事業についても検
討していただきたい。(消費者)

食品表示に係る問い合わせ先につ
いては、市のHPや講習会等の機会
を利用して周知しております。ま
た、北九州市において「食品表示
110番」という形での窓口の設置
はしておりませんが、食品表示に
関する相談だけでなく偽装表示、
不審な食品表示に関する情報等に
ついても、常時保健所で受け付け
ております。
消費者に向けた表示に関する情報
提供、啓発については、実施方法
を検討してまいります。

1

３　農林水産
部局等他部局
との連携体制
(4)学校給食
の安全確保に
係る連携
【P4】

　現在、北九州市の学校給食の調理
現場は大半が委託事業者となってお
り、その中で調理員の退職等による
入れ替わりも多くなっています。学
校給食の安全性確保のためにも、衛
生管理の立ち入り検査のみならず、
調理員への衛生教育も合わせて実施
していただきたい。(消費者)

教育委員会からの依頼を受け、学
校給食調理員への衛生教育を実施
しております。

2

第三　監視指
導の実施に関
する事項

２　平成31年
度の監視指導
内容
(1)重点対策
①食肉の衛生
対策事業
【P7】

　食肉の生食および加熱不足による
食中毒の危険性について、これまで
周知徹底を図ってきたとしている
が、市内において食中毒事案は増加
している現状を考えると、その取り
組み内容に対して疑問を持たざるを
得ません。若年層を中心とした消費
者への啓発は重要ではあるが、最終
的には料理を提供した飲食店等に責
任が発生することを考えると、食中
毒患者を出さないためには、これま
で以上の事業者への監視指導の徹底
が必要であると考えます。また、豚
コレラが広範囲で発生している現状
を踏まえ、鳥インフルエンザなどと
合わせ、市の水際対策がどうなって
いるのかを明らかにしていただきた
い。(消費者)

飲食店等に対しては通常の監視指
導、講習会などの様々な機会を通
して、加熱不十分な食肉を提供す
ることのリスクについて指導啓発
してまいります。
また、豚コレラ等の家畜の伝染病
については、農林水産部局がその
飼養者等に対して注意喚起を行っ
ております。と畜場においては患
畜、疑似患畜が発見された場合に
は県知事に届け出るとともに、と
畜の停止、施設の消毒、関係者へ
の情報提供などの措置を行うこと
となっております。
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　　　平成３１年度北九州市食品衛生監視指導計画（案）に対する

　　　市民意見の概要及び市の考え方について

意見の項目

第二　監視指
導の実施体制
等に関する事
項



意見の概要（意見提出者） 北九州市としての考え方 番号意見の項目

２　平成31年
度の監視指導
内容
(2)市内流通
食品の衛生対
策
④遺伝子組換
え食品監視指
導事業
【P10】

　遺伝子を改変する「ゲノム編集」
を使った食品が早ければ年内にも流
通する可能性があります。厚労省で
は、外部遺伝子を取り込まないゲノ
ム編集の食品については届け出を義
務化しない方向だとしていますが、
消費者の多くは遺伝子組み換え食品
と同じような不安を持っています。
今後、市内で流通することを踏ま
え、市の考え方を明らかにしていた
だきたい。(消費者)

ゲノム編集技術の利用により得ら
れた農産物や水産物等の食品衛生
法上の取扱いについては、平成30
年度中を目途に明確にすることと
されておりますので、国の動向を
注視しながら、ゲノム編集技術を
用いた食品の監視指導について検
討してまいります。 4

２　平成31年
度の監視指導
内容
(2)市内流通
食品の衛生対
策
⑧加工食品等
の安全性確保
事業
【P11】

　現在スーパー等でよく見られる総
菜などの加工食品のバイキング販売
について、調理時の衛生・温度管理
だけではなく、食品陳列後の衛生・
温度管理についても検査・指導対象
に盛り込んでいただきたい。スー
パーの食品陳列では、消費者(特に
子どもなど)が簡単に手を触れるこ
とができる状態にあり、また加工食
品としての原材料やアレルゲン表示
義務もありません。店内トイレの使
用後による細菌リスクや、アレルゲ
ンのコンタミネーションなども懸念
されるため、食品陳列のあり方にも
衛生管理・指導が必要だと考えま
す。またあわせて、P23別表第4「重
点的に立入を実施する施設」にある
大量調理施設の対象に、スーパーも
含めるべきだと考えます。(消費者)

スーパー等での食品の陳列後の衛
生・温度管理についても、食品衛
生監視員が立入り調査を行った際
に指導しております。
　スーパーは大量調理施設の定義
にあてはまりませんが、大型スー
パーは大規模流通施設として重点
的に監視を実施しております。
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第四　食品等
事業者に対す
る自主的な衛
生管理の実施
に関する事項

２　食品等事
業者による自
主的な衛生管
理の推進
【P16】

HACCP導入型基準の啓発・指導につ
いては、昨年同様に優先度が高い業
種からとしているが、今後すべての
事業者への義務化が検討されていく
ことを考えた場合、同時に中小規模
の食品製造事業者に対しても、対応
を確実に進めていけるような積極的
支援を検討していただきたい。(消
費者)

　食品衛生法が改正され、HACCP
が制度化されました。施行予定時
期に向け市内事業者への周知、導
入支援を業種、規模に応じて進め
てまいります。 6

第五　関係者
相互間の情報
及び意見の交
換（リスクコ
ミュニケー
ション）の実
施に関する事
項

１　市民との
情報及び意見
の交換の実施
【P16】

３０年度に実施された「一日食品衛
生委嘱事業」が、３１年度計画では
削除されています。消費者参加型の
事業は、情報提供や啓発を行う上で
は、より効果的であるとの考えか
ら、３０年度の実施状況とその効果
および３１年度計画で削除された理
由について明確にしていただきた
い。(消費者)

31年度計画では、30年度計画に
あった「食の安全たんけん隊」と
「一日食品衛生監視員委嘱事業」
を統一して、「体験型リスクコ
ミュニケーション事業」としてお
ります。平成30年度に実施した両
事業は、参加していただいた方に
は好評をいただきました。しか
し、「食の安全たんけん隊」の対
象である小学生の夏休みの短縮、
消費者の受入可能な食品事業者の
減少などの問題もありるので、体
験型という形は残しながら、時
期、内容等を検討した上で実施し
てまいります。
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意見の概要（意見提出者） 北九州市としての考え方 番号意見の項目

１　市民との
情報及び意見
の交換の実施
【P16】

食品衛生に関する資料の掲示だけで
なく、講習などを個人向けにしてほ
しい。(消費者)

食品安全シンポジウム、体験型リ
スクコミュニケーション事業、食
品衛生市民講座など個人でも参加
できる事業を実施するとともに
ホームページなどで食品衛生に関
する情報を提供してまいります。
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全体を通して 　北九州市食品衛生監視指導計画
(案)が決定し実施される際には、同
計画を幅広く事業者や市民が周知す
ることも重要であると考えます。そ
のために、計画案に対する市民から
の意見募集もふまえ、簡易版(ダイ
ジェスト版)の作成・配布も検討し
ていただきたい。(消費者)

監視指導計画確定版の公表の際
に、内容を要約した概要版も作
成・配布をしております。
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全体を通して 文字が多すぎて、別表がありすぎて
読みづらく感じます。聞き慣れない
用語ばかりなので箇条書きにしてほ
しい。(消費者)

監視指導計画確定版の公表の際
に、内容を要約した概要版も作
成・配布をしております。
概要版の中で、できるだけ平易な
表現についても検討してまいりま
す。

10

その他


